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受講にあたって

⑴　金融業務と税務相談
　年々複雑化する税制を背景に、お客さまから寄せられる税務相談の内容は、より広

範になり、その需要も一層高まりを見せています。

　一般に、実際の税務相談においては、所得税法・相続税法・法人税法といった税法

に関する質問よりも、民法・会社法・不動産登記法など、他の法令の知識を前提とし

た「税」に関する複合的な相談が多いようです。そのため、金融機関の行職員として、

お客さまからの税務相談に的確に回答するためには、本コースで学習する知識だけで

はなくさまざまな分野の知識が必要となります。

　たとえば、相続や贈与に関する相談では相続税法だけでなく民法の知識が、会社に

関する相談では法人税法だけでなく会社法の知識もあるとよいでしょう。また、損益

計算に関する相談では企業会計に関する知識が、不動産に関する相談では登録免許税

法・印紙税法・地方税法のみならず、不動産登記法・区分所有法・建築基準法や売買

契約・請負契約・賃貸借契約などの民法の知識も重要となります。

　そこで、本コースのテキストを精読して税金の知識を深めるとともに、上記知識に

ついても併せて勉強されることおすすめいたします。

⑵　本コースの構成と学習の流れ
　本コースは、『税務入門コース』の上級編として、基本的な税金の知識はもちろん、

その知識をより実践的に活用できる応用力を身に付けるスタンダードコースとして、

次のような流れで学習していきます。

TEXT １ ：所得税Ⅰ　総合課税される所得税
TEXT ２ ：所得税Ⅱ　分離課税される所得税・不動産の税務・個人の地方税
TEXT ３ ：相続税・贈与税・財産評価
TEXT ４ ：法人税・法人の地方税・消費税

　また、日常業務で役立つ知識を得るためには、わが国の税法の体系を把握し、毎年

行われる税制改正にも目を向ける必要があります。それは、税制改正の動向が私たち

の暮らしにさまざまな影響を与えるものだからです。

　以下は、わが国の税法の体系と税制改正の成立過程を図式化したものです。税制改

正の内容については、財務省のホームページの「各年度別の税制改正の内容の概要」

に簡易的にまとめられていますので、参考にしてください。
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⑶　本コースを学習した先にあるもの
　本コースは、わが国の主要税法に関する基本知識を習得することを主たる目的とし

て制作しております。税金の知識は、日々の相談業務だけでなく、普段の何気ない会

話の中においても、お客さまからの信用を獲得する武器となります。ぜひスキルアッ

プのためのツールとしてお役立てください。

　また、銀行業務検定試験「税務 3級」にも対応した内容となっておりますので、本

コース修了後にはぜひチャレンジし、合格されますことを期待しております。

　それでは、これから ４か月にわたる学習を通じて得た知識と考え方を活かし、ご活

躍されますことを心より祈念しております。

法律を実施するために、内閣が制定する成文法。
所得税法施行令，法人税法施行令，租税特別措置法施行令

法律・政令を施行するために、各省大臣が制定する成文法。
所得税法施行規則、法人税法施行規則、租税特別措置法施行規則

各大臣・各庁の長官が「内部での法令の解釈を統一する」ために、
上級機関が下級機関に対して示す行政機関内部の文書。

所得税基本通達，法人税基本通達

目まぐるしく変化する社会経済に対応すべく、その時々の政策によ
り、期限を設けて迅速に、そして絶えず改正することが「予定される」
内容を規定。

Ｂ．租税特別措置法（特別法）

憲法に定める租税法律主義（課税の公平）にもとづき、「普遍的」な
事柄として、頻繁な改正を「予定していない」内容を規定。

Ａ．「○○税法」（一般法）：所得税法、法人税法など

①　法律

②　政令

③　省令

④　通達

税
法
の
体
系

【税法の体系】

【税制改正成立までの流れ】
財務省が各省庁からの要望を受けます。

財務省と各省庁とで折衝を行います。

政府税調が中長期的な視点で年度改正を位置づける改正案を首相に答申します。

税制改正大綱を作成します。
※政府税調の答申や各省庁の要望を受けて、財務省主税局で取りまとめを行います。

税制改正大綱を閣議決定し、税制改正要綱とします。
※税制改正要綱の閣議決定を受けて、再び財務省主税局で法案を作成します。これ
　が政府案となります。

政府案を国会に提出します。
※毎年 3月下旬頃に法律として成立します。この成立を受けて順次、施行令、施行
　規則、通達が制定されます。

□　前年 8月頃まで

□　前年 9月～
　　12月中旬頃まで
□　前年12月中旬頃

□　前年12月下旬頃

□　本年 1月中旬頃
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所得税の納税義務者と
課税方法

Section

1

　所得税は、私たち個人の所得に課される税金（国税）です。課税の対象額である課

税標準は、原則として、毎年 1月 1日から12月31日までの 1年間（暦年）の所得を合

計したものとなります。この場合の「個人」とは、会社などの法人に相対する用語で

あり、民法上の自然人（権利能力が認められる社会的実在としての人間）を指します。

　所得税法では、日本国籍の有無および、日本での居住形態に応じて、納税義務者で

ある個人を居住者と非居住者の区分に分類し、それぞれ課税される所得の範囲を次の

ように定めています。

【納税義務者の分類と課税される所得の範囲】
納税義務者の分類 課税される所得の範囲

居
住
者（
注
１
）

非永住者
以外の居
住者

国内に住所（注2）を有し、または現在まで
引き続いて 1年以上居所（注3）を有する非
永住者以外の個人

すべての所得
（所 7①一）

非永住者
居住者のうち、日本国籍を有しておらず、
かつ、過去10年以内の間に国内に住所また
は居所を有する期間の合計が 5年以下であ
る個人

国内源泉所得（注4）およびこれ以外
の所得のうち、国内において支払わ
れ、または国内に送金されたもの
（所 7①二）

非居住者 居住者以外の個人（注5） 国内源泉所得（注4）のみ
（所 7①三）

（注 1）�　国内に住所があるか、または現在まで引き続いて 1年以上居所がある個人をいう（所 2①三）。なお、居住者
は「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれる。

（注 2）�　生活の本拠である場所。
（注 3）�　生活の本拠ではないもののある程度継続して滞在している場所。
（注 4）�　発生原因が日本国内にある各種の所得。
（注 5）�　具体的には、国内に住所を有しない者で、かつ、引き続いて 1年以上国内に居所を有しない個人をいう。

　たとえば上表から日本に住んでいるが日本国籍を有しない外国人は、その居住形態

に応じて、少なくとも国内で行う事業・国内での勤務に基因する給料など、日本国内

に源泉のある所得（国内源泉所得）について、所得税を納める義務を負っていること

が分かります（所 5②）。

　なお、日本に国籍・住所がある者は、非課税所得を除くすべての所得について、所

得税を納める義務を負うこととなっています。

1 所得税とは

2 納税義務者の分類と課税される所得の範囲
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　所得税では、個人の 1暦年の所得から、非課税所得や源泉分離課税扱いの所得を除

き、各所得をその発生態様（原因）に応じて10種類に分類したうえで、それぞれの所

得ごとに金額を計算します。これは、各種所得の多様な発生態様に適合させたうえで、

必要経費等の範囲、所得の計算方法や課税方法を決める必要があるからです。

　この10種類の各種所得のうち、山林所得と退職所得は所得税法においてもともと分

離課税扱いの所得とされていますが、それ以外の所得は、原則として総合課税扱いの

所得となっています。総合課税とは、対象となる各所所得を合計し、その合計額に対

して所得税の基本である超過累進税率（所得が多いほど高い税率を乗ずる方式）を乗

じて税額を計算する方式をいいます。ただし、後述のとおり、土地・建物、株式に係

る譲渡所得等などは、租税特別措置法において政策的に分離課税扱いを受けることに

なっていますので、留意が必要です。

　10種類の所得の金額の計算方法は、次のとおりです。

【各種所得の種類と所得の金額の計算方法】
所得の種類 所得の金額の計算方法　

利子所得（所23） 収入金額
配当所得（所24） 収入金額－元本取得に要した負債の利子
不動産所得（所26） 総収入金額－必要経費
事業所得（所27） 総収入金額－必要経費
給与所得（所28） 収入金額－給与所得控除額
譲渡所得（所33） 総収入金額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除額（50万円）
一時所得（所34） 総収入金額－その収入を得るために支出した金額－特別控除額（50万円）
雑所得（所35） （公的年金等の収入金額－公的年金等控除額）＋（総収入金額－必要経費）

退職所得（所30） （収入金額－退職所得控除額）× 12
山林所得（所32） 総収入金額－必要経費－特別控除額（50万円）

3 所得の分類

4 所得の金額の計算方法
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　前述のとおり所得税は、原則として、非課税所得以外の10種類の所得をすべて総合

（合算）して課税されます。ただし、一部の所得については、発生態様・政策目的に

より他の所得から分離して課税されます。

　他の所得から分離して（単独で）課税される所得には、次のように「分離課税扱い

の所得」と「源泉分離課税扱いの所得」の 2つの所得があります。

⑴　分離課税扱いの所得
　分離課税とは、11頁の図表【所得税の課税のしくみ】内の「A.〔総合課税される所

得〕」から分離して「B.〔分離課税される所得〕」として、その所得単独で所得税額を

計算する課税方法をいいます。

　ただし、分離課税扱いの所得であっても、損益通算や損失の繰越控除、所得控除、

さらには税額控除、源泉徴収税額や予定納税額の控除（還付）などの各計算段階では、

総合課税される所得と同じ基準で取り扱います。したがって、確定申告も 1枚の申告

用紙を用いて同時に行うことができます。

　現行では、次のような所得が、分離課税扱いの所得とされています。

①　所得税法でもともと分離課税扱いの所得とされているもの

⃝山林所得
⃝退職所得

②　租税特別措置法で政策的に分離課税扱いの所得とされているもの
　本来は総合課税扱いの所得に区分されるものの、その中に土地・建物、株式、先物

取引などの取引に関するものがあるときには、「租税特別措置法」において分離課税

の対象とされています。

⃝土地・建物等にかかる譲渡所得
⃝株式等にかかる譲渡所得等
⃝先物取引にかかる雑所得等

⑵　源泉分離課税扱いの所得
　源泉分離課税とは、その支払を受ける際に所定の税額が源泉徴収され、それによっ

てすべての課税関係を完結させる課税方法をいいます。

　つまり、源泉分離課税扱いの所得（次頁①の所得と結果的に②の所得）は、非課税

5 所得税の課税方法
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所得と同様に、最初からなかったものとみなされ、11頁の図表【所得税の課税のしく

み】の計算から除外されます。

①　租税特別措置法の規定により「一律の税率で源泉分離課税」扱いを受けるもの
　本来であれば、総合課税される所得に区分されるものの、源泉徴収により分離課税

を行うことで課税関係を完結させることを「租税特別措置法」が強制する次のような

所得をいいます。

⃝�利子所得（国内において支払を受けるべき、特定公社債以外の公社債の利子等）
⃝定期積金の給付補てん金
⃝抵当証券の利息
⃝金貯蓄口座・金投資口座による利益
⃝�外貨建預貯金の為替差益（約定した率により円換算して支払われるもの＝為替予約を
付したもの）
⃝�保険期間等が 5年以下または 5年以内に解約した一時払養老保険・一時払損害保険等
の差益
⃝懸賞金付預貯金等の懸賞金等

　上記のものは、その支払を受ける際に収益等に対する所得税および復興特別所得税

15.315％・住民税 5％が源泉徴収されることで課税関係が完結します。

②　租税特別措置法の規定により「結果的に源泉分離課税」扱いとなるもの
　本来は源泉分離課税扱いの所得ではないものの、租税特別措置法において「申告不

要」が規定されているため、これを選択すると結果的に「源泉徴収が行われるだけで

すべての課税関係が完結する」次のような所得をいいます。

⃝�特定口座内保管上場株式等（源泉徴収あり）を売却した場合の譲渡所得
　譲渡益につき所得税および復興特別所得税15.315％・住民税 5 ％による源泉徴収を受
けます。この際に申告不要を選択すると、課税関係を完結させることができます。
⃝�上場株式の配当金や公募株式投資信託の収益分配金にかかる配当所得
　配当金等の金額の多寡にかかわらず、所得税および復興特別所得税15.315％・住民税
5％による源泉徴収を受けます。この際に申告不要を選択すると、課税関係を完結させ
ることができます。

5

Ⅰ
所
得
税
の
基
礎
知
識



　本来は課税対象である所得であるものの政策上または課税技術上の見地から所得税を
課さないこととしているものをいいます。10種類に分類された所得の中に非課税とされ
るものがあり、その所得を非課税所得といいます。たとえば給与所得であれば「通勤手
当」などが非課税所得となります（詳細はⅠSection 4 を参照のこと）。

〔参 考〕非課税所得
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総合課税される所得の
課税のしくみ

Section

2

　総合課税される所得については、11頁の図表【所得税の課税のしくみ】の「A．

〔総合課税される所得〕」を中心に、計算の流れを⑴～⑻の順番に沿って解説していき

ますので、総合課税の概略（全体像）をイメージしながら読み進めてください。

【総合課税の概略】
⑴　各種所得の金額 ⇒ ⇒ ⑶　所得控除額⑵　課税標準

⑷　課税所得金額 ⇒ ⇒ ⑹　税額控除額⑸　税　額

⑺　所得税額 ⇒

⇒

⇒ ⑻　確定申告による納付税額（還付税額）

⑴　各種所得の金額の計算
　まず、最初に各種所得の金額の計算を行います。なお、所得の分類は10種類に分か

れますが、実際の所得計算にあたっては、総合課税される所得と分離課税される所得

に分けて計算を進めます（次頁の算式中の〔注意事項〕を参照）。

⑵　課税標準の計算
　次に、総合課税扱いになる各種所得を合計して「総所得金額」を算出します。これ

が総合課税扱いをする所得の課税標準になります。

　この際に、長期（資産の保有期間が 5年超のもの）の譲渡所得と一時所得について

は、その所得金額の 2分の 1を課税対象とします。

①　損益通算
　次頁の算式において、各種所得の金額がすべて黒字であれば、これらを合計すると

総所得金額（総合課税の対象となる所得の合計額）が求められます。ただし、各種所

得の金額に損失（赤字）がある場合には、一定のルールに従って他の黒字の所得金額

と損益通算（相殺）して総所得金額を算出します。この損益通算においては、一時所

得と長期譲渡所得の金額は、それぞれ 2分の 1をする前の所得間で行います。

②　合計所得金額・課税標準
　このように計算した「総所得金額」は、山林所得・株式等にかかる譲渡所得等など

分離課税扱いを受ける他の所得の金額と合算することで、課税標準の計算上、「合計

1 総合課税される所得
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所得金額」（損益通算後の所得の合計額）と呼ばれます。

　この合計所得金額（総所得金額およびその他の分離課税される各所得の総称）から、

純損失・雑損失の繰越控除を行うと、課税標準（総所得金額等ともいう）となります。

⑶　所得控除額の計算
　所得税では、所得控除といって、個々の家計の負担などを考慮して税負担の調整を

図るために、総所得金額等から控除することができる金額を設けています。所得控除

は、現在、次の14種類が設けられています。

⃝雑損控除 ⃝障害者控除
⃝医療費控除 ⃝寡婦（寡夫）控除
⃝社会保険料控除 ⃝勤労学生控除
⃝小規模企業共済等掛金控除 ⃝配偶者控除
⃝生命保険料控除 ⃝配偶者特別控除
⃝地震保険料控除 ⃝扶養控除
⃝寄附金控除 ⃝基礎控除

⑷　課税所得金額の計算
　所得控除は、総所得金額等（課税標準）のうち、まず総所得金額から控除します。

そして、その控除後の金額を「課税総所得金額」といいます。なお、課税総所得金額

総所得金額

＝配当所得＋不動産所得＋事業所得＋給与所得＋短期譲渡所得＋長期譲渡所
得× 12 ＋一時所得×

1
2 ＋雑所得

　 1．�利子所得は、租税特別措置法により源泉分離課税や申告分離課税（特定
公社債の利子など）扱いとされている。

　 2．�利子所得に類似する金融商品等の収益は、租税特別措置法により源泉分
離課税扱いとされている。

　 ３．�山林所得・退職所得は、所得税法によりもともと分離課税扱いとされて
いる。

　 ４．�譲渡所得・事業所得・雑所得のうち土地建物等・株式等に係るものは、
租税特別措置法により分離課税扱いとされている。

　 ５．�事業所得・雑所得のうち先物取引にかかるもの〔商品先物取引（金・大
豆・ガソリンなど）・有価証券先物取引・市場デリバティブ取引など〕は、
租税特別措置法により分離課税扱いとされている。

　 ６．�上場株式等の配当所得は、総合課税と分離課税のいずれかを選択するこ
とができる。

〔注意事項〕
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およびその他の分離課税される各課税所得の総称を課税所得金額といいます。課税総

所得金額は総所得金額から所得控除額を控除して算出しますが、控除する順番は上記

14種類のうち、雑損控除から控除します。雑損控除をしても課税総所得金額に残額が

あるときは、医療費控除などその他の所得控除の合計額を一括して控除します（課税

所得金額が限度）。

　なお、分離課税扱いの所得がないときは、結果として、「課税総所得金額＝課税所

得金額」となります。そして、総合課税における税額は、この課税総所得金額をもと

に計算することとなります。

課税総所得金額＝総所得金額－所得控除額

⑸　税額（算出税額）の計算
　税額は、算出した課税総所得金額に税率を乗じて計算します。

税額＝課税総所得金額×総合課税の税率(超過累進税率)

⑹　税額控除額の計算
　上記⑸の税額から控除できるものがいくつか設けられています。これらは税額から

控除することとなるため「税額控除」と呼ばれています。主な税額控除は、配当控除

と住宅借入金等特別控除の 2つです。

⑺　所得税額の計算
　上記⑸で算出された税額から⑹の税額控除額を控除した金額をもって、その年分の

納付すべき所得税額となります。

所得税額＝算出税額－税額控除額

⑻　確定申告による納付税額（還付税額）の計算
　前払してある源泉徴収税額や予定納税額がある人は、上記⑺により算出した所得税

額からこれらの税額を差し引くことで、確定申告による納付税額を求めます。この際

に、上記⑺の所得税額よりも前払した税額のほうが大きいときには、その差額分を還

付してもらうことができます。

納付税額（または還付税額）＝所得税額－源泉徴収税額－予定納税額
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①　源泉徴収税額
　配当・給与・年金などの支払者（会社など）に天引きされた税額を源泉徴収税額と

いいます。これは、源泉徴収された側（配当・給与などの受取人）からみると、ある

意味で税金の前払になります。したがって、確定申告の際にはこれを精算することが

できます。ただし、源泉徴収により課税関係が完結する源泉分離課税扱いの所得や、

申告不要を選択した所得は精算できません。

②　予定納税額
　確定申告による申告納税額（所得税額－源泉徴収税額）が一定額（15万円）以上の

人は、翌年の確定申告時期までの間に、その 3分の 2相当額をあらかじめ 2回に分け

て前納することになっています。これを予定納税といい、前納した税額が予定納税額

です。これもある意味で税金の前払となるため、確定申告の際に精算します。
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